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施設廃止など計画的に余剰定員の解消を図っていくべきである。

⑥教員の業務の軽量化

・家庭や児童生徒の変化による生徒指導や安全確保などの業務増による勤務の長時

間化により，授業や生徒指導など教員の本来業務に心身の余裕をもって臨めない

状況が見受けられることから，現改革案の方向で教員の業務の軽量化を進めるべ

きである。

， ， 。・一方で 生徒に直接向き合う時間については より一層の充実を図るべきである

・今日のような業務過重の状態を再び招かないよう，事務事業のスクラップアンド

ビルドを徹底して行うべきである。

⑦その他教育庁関連

・本県教員の年齢構成には偏りがあるため，退職手当支出が平準化できるよう適切

な対策を講じるべきである。

(3)警察本部

， ， ， ，・現改革案の方向で 組織運営の効率化 事務事業の見直し 警察施設の再編整備

県民理解の醸成などについて更なる改革を求める。

・予算措置など県単独で所管している事務について，知事部局との円滑な意思疎通

を図るため，知事部局から警察本部への職員派遣を検討するべきである。

・警察の足腰の強さはいかに地域社会に溶け込み，地域住民に受け入れられている

かにかかっている。交番化の流れは理解できるが駐在所の役割は大きいため，当

面，駐在所の防犯力強化は常に念頭において警察行政を行うべきである。

・１１０番通報で生活相談や苦情処理などを受けている現状がある。本来の警察活

動が円滑に出来るよう警察行政に対する県民理解の醸成を一層図るべきである。

(4)議会

議会自身の歳出削減として，老朽化が進み，また，交通網の発達や県庁舎の移転

により，利用者が年々減少している議員公舎を廃止すべきである。

なお，廃止後は，県において有効活用等を検討すべきである。

２ 歳出削減のための諸方策

(1)人件費の抑制

・職員数については，適正化の客観的指標を定めて組織の簡素効率化を図っていく

べきであるが，知事部局等においては，今後数年３００人以上の職員が退職する

期間が続く中，この機を逃しては大幅な職員減はできないことから，あらゆる努

力をして職員数を減らし財政再建につなげるべきである。

・現定員適正化計画策定後に，住宅供給公社等の破綻問題など財政状況を逼迫させ

る要因が生じていることから，現計画期間中に計画人数を超える定員削減を実施

するべきである。また，警察の一般事務職員，教職員についても本県財政の窮状
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を重く受けとめ，知事部局職員と同じ方向で削減を検討していくべきである。

・役所的積み上げでなく民間の感覚を取り入れて，もっと切り込んだ改革を行うべ

きである。特に行財政改革推進懇談会では，民間有識者から忌憚のない提言をし

てもらうべきである。

・平成１９年４月からの全職員対象の給与カット措置により，職員の士気低下が懸

念されている。国や民間の動向に留意しつつ，給与制度を適正に見直していくべ

きではあるが，基本的に人件費削減は給与カットではなく，組織効率化による定

数削減で行うべきである。また，給与カットが恒常的な措置にならないよう，全

職員一丸となって徹底した歳出削減，歳入確保に努めるべきである。

・業務の成果に基づく評価方法を採り入れるなど，職員のやる気を引き出す人事評

価制度の導入を図るべきである。

・平成２７年度まで特例的に認められている退職手当債を活用し，財政の硬直化を

回避するべきである。また，退職手当支出額の平準化のため早期勧奨退職制度を

積極活用するべきである。

(2)公共事業の縮減重点化

公共投資は国の景気対策に連動して大幅な追加を行っていた以前の水準にまで縮

減しているが，他県では本県以上に縮減している例もあることから，地域経済や雇

用に与える影響に配慮しつつ引き続き抑制するべきである。

(3)事務事業の見直し

①県単補助金の縮減

ア 徴収率による県単補助金削減

・市町村が賦課徴収している個人県民税の徴収率が全国最下位レベルであること

を重く受け止め，個人県民税徴収率が相当程度低い市町村に対する県単補助金

を削減するなど，市町村の徴税努力を促す施策を講じるべきである。

， ， ，・上記施策の実施にあたっては まずは 市町村の徴税努力を十分に促した上で

市町村の財政状況，一般住民の生活に影響がでないよう留意するべきである。

イ 大型補助金の抑制

歳出に占める割合が大きい大型補助金について，補助要件等の他県との比較や

補助金支出額の平準化などにより，支出額の抑制を図るべきである。

ウ 零細補助金の縮減

少額な市町村向け補助金や，団体向け補助金で団体の予算規模に占める県補助

金の割合が小さいもの，団体の繰越額が県補助額を大きく上回っているものなど

については今後とも見直していくべきである。

②委託料の見直し等

・庁舎清掃，警備業務など同種の事業については委託仕様書を統一し，また，極

力随意契約から競争入札への切り替えを検討するなどして経費削減を図るべき

である。
























